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19 基準認証等関係 
ア 共通的な指針に基づく見直し 
（ア）自己確認化等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①ソフトウェ

ア無線設備

に関する技

術基準適合

証明方法の

導入 

（総務省） 

<ＩＴア⑨の再掲> 

ソフトウェア無線技術を利用した無線設備に

ついて、ソフトウェア無線技術の研究開発動向を

見極めつつ、当面実用化が見込まれるものについ

て技術基準適合証明の方法等を検討し、必要に応

じ措置を講じる。 

【特定無線設備の技術基準適合証明等に関する

規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第

94号)】 

改定・基

準ア（ア）

① 

検討・結

論 

措置済

（５月

施行） 

 

②超音波診断

装置の薬事

法に基づく

申請 

（厚生労働省） 

超音波診断装置の薬事法に基づく申請につい

て、一定の要件を満たしている場合には、当該企

業が行う安全性試験検査データをもって、公的機

関の検査データに代えることを可能にすること

について検討し、所要の措置を講ずる。 

【薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法

の一部を改正する法律（平成14年法律第96号）】 

改定・基

準ア（ア）

② 

 措置済

（４月

施行） 

 

 

（イ）国の代行機関 
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①法令等に基

づき公益法

人が行う検

査・検定等の

業務におけ

る事業者の

自己確認・自

主保安、第三

者認証等へ

の移行 

（内閣官房、総

務省、関係府

省） 

（内閣官房） 

「公益法人に対する行政の関与の在り方の改

革実施計画」（平成14年３月29日閣議決定）に基

づき、検査・検定等の事務を指定法人に行わせる

制度から、明確な基準に合致する者であれば公益

法人に限らずいかなる者でも登録を受け検査等

業務を実施できる制度（登録制）に改正する等の

措置を講ずる。 

（総務省） 

 上記閣議決定に基づき、関係府省における検

査・検定等の業務の実施状況についてフォローア

ップを行い、当該調査結果については「公益法人

に関する年次報告」において公表する。 

改定・基

準ア（イ）

① 

平成17年度末まで

のできる限り早い

時期に実施 

 

８月公

表予定 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

ａ 特許権の調査業務を行わせている指定法人

については、今後、この業務が更に拡大すると

見込まれるため、公益法人に限定せず、幅広く

民間を指定することができるよう検討し、所要

の措置を講じる。 

【特許審査の迅速化等のための特許法等の一部

を改正する法律（平成16年法律第79号）】 

措置済 

（ 10 月

施行） 

  

ｂ 実用新案権については、近年の登録が減少し

ている状況を踏まえ、廃止も含めて検討し、所

要の措置を講じる。 

【特許審査の迅速化等のための特許法等の一部

を改正する法律（平成16年法律第79号）】 

改定・基

準ア（イ）

②a,b 

 

措置済

（平成

17 年４

月施行） 

 

  

②工業所有権

に関する事

務における

民間参入の

推進等 

（経済産業省） 

ｃ 知的財産戦略本部が定めた中長期目標の達

成状況、内外からの制度に対する信頼感並びに

現在進展している国際的な制度調和及び審査

協力の取組に与える影響、民間企業における受

託能力等を見極めつつ、従来技術調査に係る外

注件数の増加、株式会社の参入等、工業所有権

の登録事務の民間開放に関し検討する。 

改定・基

準ア（イ）

②c 

 

 一部措

置済 

措置 

③独立行政法

人工業所有

権情報・研修

館 

（経済産業省） 

工業所有権情報・研修館の業務は、平成13年４

月設立時からの公報閲覧事業、審査・審判関係図

書等整備事業、特許流通促進事業、相談事業、平

成16年10月に追加された情報普及事業、研修事

業、平成18年度に追加予定の情報システム事業と

多岐にわたっているが、工業所有権情報・研修館

の現在の業務全般について民間等との役割分担

を明確化し、民間等で自立的に実施可能な事業に

ついては民間等に委譲することとするとともに、

その他の事業についても民間開放を推進する。 

重点・官

業(２)② 

  措置 

④(社)発明協

会 

（経済産業省） 

発明協会は、全国47都道府県に支部を有し会員

数も約一万人に及ぶ全国的な組織であり、発明の

奨励や工業所有権制度の普及のため、知的財産権

の調査研究や相談等各種事業を実施しているが、

事業の５割弱を国などから受託している。 

重点・官

業(４)④ 

  措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

 それら事業の中で他の民間主体でも実施可能

なものについて、そのような主体にも委ねられる

よう、競争的手法による契約の導入等、民間開放

を推進する。 

    

 
（ウ）性能規定化 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①危険物施設

の保安検査 

（総務省） 

<危険エ③の再

掲> 

「危険物保安に係る技術基準の性能規定化に

関する調査検討会」における検討結果を踏まえ、

危険物施設の保安検査に当たって適用される基

準を含む危険物規制に関する技術基準のうち、可

能なものについての性能規定化を検討し、所要の

措置を講ずる。 

【危険物の規制に関する政令の一部を改正す

る政令（平成17年政令第23号）】 

【危険物の規制に関する政令の一部を改正す

る政令（平成18年政令第６号）】 

改定・基

準ア（ウ）

① 

一部措

置済（平

成 17 年

４月施

行） 

一部措

置済（平

成 18 年

４月施

行） 

可能な

事項か

ら逐次

実施 

②防災資機材

としてのい

わゆるⅠ－

Ｓ型泡放射

砲の採用の

容認 

（総務省） 

<危険オ②の再掲> 

Ⅰ－Ｓ型泡放射砲について、複数の３点セット

（大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬

送車）を保有する場合における２セット目以降の

大型高所放水車と代替できるよう、所要の措置を

講じる。 

改定・基

準ア（ウ）

② 

 措置（平

成 18 年

３月末

公布施

行予定） 

 

③軌道上の特

別高圧送電

線の施設規

制の緩和 

（国土交通省） 

<運輸ア⑰の再掲> 

軌道上を交差する特別高圧送電線について、軌

道の外側から３メートルの範囲内にある部分の

長さが100メートル以下となるよう施設しなけれ

ばならないとされている規定について、性能規定

化の検討を早急に進める。 

 

改定・基

準ア（ウ）

③ 

検討 
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（エ）国際的整合化 
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成85年度 

①フォークリ

フトの速度

制限の緩和 

（国土交通省） 

<運輸ア⑮の再掲> 

車種区分により異なるフォークリフトの速度

制限について、今後、国際整合性及び安全確保の

観点から、国際的に車種区分が統一されるよう、

関係者間で議論を進めた上で、その妥当性につい

て検討を行う。 

改定・基

準ア（エ）

① 

検討（平成16年度以降） 

 

 

②自動車装置

の相互承認

の拡大 

（国土交通省） 

我が国での安全の確保及び環境の保全に十分

配慮しつつ、関係業界の要望も踏まえて、我が国

の基準と車両等の型式認定相互承認協定(略称)

に基づく認定規則との整合化作業を進め、相互承

認による負担の軽減等効果が大きいものから採

用を拡大する。 

改定・基

準ア（エ）

② 

逐次実施 

 

③ナンバープ

レートの寸

法と取付方

法の国際標

準化の推進 

（国土交通省） 

ナンバープレート寸法及び取付方法の国際標

準化を進めるべく、ＥＵと共同でＵＮ／ＥＣＥ／

ＷＰ２９（自動車基準調和世界フォーラム）の場

に提案し検討を行う場を設定する。 

改定・基

準ア（エ）

③ 

検討 
 

検討 検討 

④通信端末機

器等及び電

気製品に関

する相互承

認の積極的

推進 

（総務省、経済

産業省、外務

省) 

通信端末機器等及び電気製品について、輸出入

の円滑化を図る観点から、技術・検査体制等の同

等性の確保に配慮しつつ、必要に応じて、諸外国

との間で相互承認を実施する。 

改定・基

準ア（エ）

④ 

必要に応じて検討・措置 

 

⑤化粧品の配

合可能成分

リスト(ポジ

ティブリス

ト)の見直し 

（厚生労働省） 

<流通ア③の再掲> 

化粧品の製造・輸入販売の規制方法について、

更なる国際整合化を目指し、科学的根拠が示され

た場合には、配合可能成分リスト(ポジティブリ

スト)の見直しを図る。 

 

 

 

 

 

改定・基

準ア（エ）

⑤ 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成85年度 

⑥食品添加物

の指定品目

の拡大 

（厚生労働省） 

香料を含めた食品添加物のうち、安全性等の科

学的評価が国際的に確立し、かつ国際的に汎用さ

れているものについては、国内において使用可能

となるよう、評価方法・指定品目の見直しを行う。 

【食品衛生法施行規則の一部を改正する省令

（平成16年厚生労働省令第181号）】 

【平成16年5月27日付通知（府食第590号）ほか】 

【食品衛生法施行規則の一部を改正する省令

（平成17年厚生労働省令第95号）ほか】 

改定・基

準ア（エ）

⑥ 

一部措

置済（12

月施行） 

一部措

置済（４

月以降

順次実

施） 

結論を

得たも

のから

順次実

施 

ａ 医薬品、医療用具について、日米欧間でＧＭ

Ｐ(Good Manufacturing Practice:製造管理及

び品質管理に関する基準)の同等性や査察技術 

の同等性などを確認し、ＧＭＰ相互承認を実施

する。 

改定・基

準ア（エ）

⑦ａ 

交渉結果を踏まえ速やかに

実施 

⑦医薬品等の

製造に係る

ＧＭＰ基準 

（厚生労働省） 

ｂ アジア諸国等に対し、医薬品の製造管理に関

する技術協力を推進するとともに、その製造管

理技術の向上を踏まえつつ、ＧＭＰ相互承認を

実施する。 

改定・基

準ア（エ）

⑦ｂ 

外国からの要請を受けて対

応 

ａ 日米欧の医療用具に係る規制について、承認

の不要の範囲を含め､国際的な整合化を推進す

る。 

改定・基

準ア（エ）

⑧ａ 

医療用具国際整合化会合に

参画し、その結果を踏まえ速

やかに措置 

⑧医療用具の

製造の承認 

（厚生労働省） 

  ｂ 諸外国から医療用具に関する相互承認協議

の要請があった場合には、その推進について積

極的に対応する。 

改定・基

準ア（エ）

⑧ｂ 

要請を受けて対応 

⑨医療用具の承

認申請時の臨

床試験データ

要否の区分に

関する国際整

合化 

（厚生労働省） 

ＩＳＯ ＴＣ２１０において行われている医

療用具の分類・名称の国際統一のための協議会

（ＧＭＤＮプロジェクト）に積極的に参加し、国

際統一を早期に行うべく提案を行う。 

【厚生労働省医薬食品局長通知（平成16年）】 

改定・基

準ア（エ）

⑨ 

措置済（平成17年

４月施行） 

 

⑩ＪＩＳ規格

の整備 

（経済産業省） 

技術基準の性能規定化に併せて、必要に応じ、

その基準に適合する仕様の例として活用できる

ようＪＩＳ規格の整備を行うとともに、適切な民

間規格、外国規格が整備されている場合には、同

様にそれらの活用を図る。 

改定・基

準ア（エ）

⑩ 

必要に応じ実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成85年度 

⑪ねずみ族駆

除証明書及

び駆除免除

証明書の有

効期間 

（厚生労働省） 

外国政府が発給したねずみ族駆除証明書及び

駆除免除証明書の有効期間の見直しの必要性に

ついては、現在世界保健機関で行われている国際

保健規則の見直しの結果を踏まえて検討する。 

改定・基

準ア（エ）

⑪ 

国際保健規則の見直しを踏

まえて検討 

 

（オ）検査代行機関の指定要件等  
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①高圧ガス製
造施設等の
検査 
（経済産業省） 
<危険イ①の再掲> 

優良事業者による自己検査の制度を適切に運
用するため、認定基準等について、随時必要な見
直しを行い、制度の運用に万全を期す。 
【冷凍保安規則等の一部を改正する省令（平成16
年経済産業省令第109号）】 

改定・基
準ア（オ） 

措置済 
（３月
施行） 

  

ａ 電気計器の検定、変成器付電気計器検査につ

いては、昭和61年に指定検定機関制度が導入さ

れて、一定の指定基準を満たす公益法人の参入

が可能となり、さらに平成13年には指定基準か

ら公益法人要件が削除され、能力があり、かつ

検定を受ける者との利害関係の影響を受けな

い民間事業者について制度上は参入が可能と

なっている。 

しかしながら、いまだに指定検定機関への参

入がなされていないことを踏まえ、資本関係・

人的関係など利害関係の影響を受ける範囲に

ついてのガイドライン等を策定し当該範囲の

明確化を図ることにより、適切な能力・ノウハ

ウを持った民間の参入を促進する。その他計器

についても同様に、利害関係の範囲の明確化を

行う。 

  措置 ②日本電気計

器検定所 

（経済産業省） 

ｂ また、更なる民間参入促進の観点から、現在

行っている計量制度の見直しの中で、電気計器

をはじめとした計量分野における検査・検定制

度の在り方について総合的な検討を行う。 

重点・官
業(３)⑤ 

  検討・結
論 
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（カ）重複検査の排除 
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

○強制法規と

工業標準化

法との重複

検査の排除 

（経済産業省） 

強制法規及び工業標準化法の各指定・認定機関

等について、それぞれの法令で定める要件に合致

する場合には、可能な限り相互の活用を図ること

により、重複検査を排除し、効率的な認証体制を

構築する。 

改定・基

準ア（カ） 

逐次実施 

 

 

イ その他（検査周期の延長､基準の緩和・簡素化・統一化・整合化） 
実施予定時期 

事項名 措置内容 
改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①ＪＩＳ制度

の改善 

（経済産業省

及び関係府省) 

関係府省が連携して可能な限りＪＩＳ規格と

技術基準、政府調達の調達基準等との整合化を図

る。 

改定・基

準イ① 

継続的に検討・逐次実施 

 

②電気用品安

全法に関す

る規制の見

直し 

（経済産業省） 

国際基準の動向を踏まえ、タイムリーな改訂に

よる国際整合化を図る。 

改定・基

準イ② 

適宜実施 

③医薬部外品
の承認基準
の拡充 
（厚生労働省) 

医薬部外品で、いまだ承認基準が作成されてい
ない育毛剤、腋臭防止剤などにも承認基準制度を
導入し、承認審査の迅速化を図る。 

改定・基
準イ③ 

逐次実施 

④繊維製品を対

象にしたホル

ムアルデヒド

測定方法の見

直し 

（厚生労働省） 

ベビー服等繊維製品を対象としたホルムアル

デヒド含有基準について、検出機器の性能向上等

を踏まえ、ホルムアルデヒドの測定方法を見直

す。 

【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（平成16年厚

生労働省令第104号）】 

改定・基

準イ ④ 

措置済

（６月

施行） 

  

⑤燃料電池自

動車の車載

状態での燃

料タンクの

再検査の実

施 

車載状態で燃料電池自動車の燃料タンクの再

検査を実施することについて、検査の合理化・効

率化の観点を踏まえ、事業者側から提出された実

験データの安全性を検証・評価した上で、安全性

が確認されれば、技術基準を整備する。 

改定・基

準イ ⑤ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

（経済産業省） 

⑥燃料電池自

動車の車両

適合基準の

策定による

車両認定制

度の見直し 

（国土交通省） 

現在、燃料電池自動車が公道を走行するために

は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）上、

一台ごとに国土交通大臣の認定を行っているが、

その大量販売を促進するため、必要な保安基準等

の整備を行った上で、ガソリン車等と同様に、型

式認定制度を整備する。 

 

改定・基

準イ ⑥ 

措置済   

⑦電気事業法

における個

別安全管理

審査の簡素

化 

（経済産業省） 

電気事業法における個別安全管理審査の受審

項目（書類）について、定期事業者検査の方法に

係る例示通達の解説を整備することで、事業者の

当該審査に係る資料作成の負担を軽減し、審査の

簡素化を行う。 

 

改定・基

準イ ⑦ 

措置済   

⑧細菌の基準

の統一 

（厚生労働省） 

<流通ウ⑤の再

掲> 

都道府県等が独自に定めている衛生基準（指導

を行う際の目安となる指導基準）について、都道

府県等の指導等の現状を調査し、措置内容を検討

の上、所要の措置を行う。 

【各都道府県等が定める衛生基準について(平成

17年３月14日付け食安監発第0314003号監視

安全課長通知)】 

改定・基

準イ ⑧ 

措置済

(３月) 

  

⑨輸出貿易管

理令別表２

該当貨物へ

の輸出許可

制度の緩和 

（経済産業省） 

要望のあった貨物の輸出に際して、ある一定の

契約に基づく複数回にわたる輸出につき、まとめ

て承認を得ることができる旨を周知する。 

改定・基

準イ ⑨ 

措置済   

⑩炉頂圧ガス

タービンの

定期事業者

検査周期の

延長 

（経済産業省） 

炉頂圧ガスタービンについても、電気事業法施

行規則第 94 条の２第２項に規定する定期事業者

検査周期の延長が可能となるよう検討し、措置す

る。 

【火力設備における電気事業法施行規則第９

４条の２第２項第１号に規定する定期事業者検

査の時期変更承認に係る標準的な審査基準例及

び申請方法等について（内規）（平成17年３月７

日）】 

改定・基

準イ ⑩ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

⑪通い容器の

再輸入手続

きの見直し 

（財務省） 

再輸入申告の際に、当該容器が本邦から輸出さ

れたものであることを証するための輸出の許可

書等を税関長へ提出する手続きについて、その簡

素化を検討する。同一性の確認、管理方法等につ

いて通い容器の利用実態を中心に関係者からヒ

アリングを平成 16 年６月までに終了し、ヒアリ

ングの結果に基づいて、対応する。 

改定・基

準イ ⑪ 

措置済   

⑫原子力発電

所の設備利

用率に関係

する規制の

緩和 

（経済産業省） 

原子力発電所の検査制度に関して、安全上最も

有効な検査頻度やリスク評価を踏まえた検査制

度の基本的枠組みや、制度導入の進め方について

検討し、結論を得る。 

改定・基

準イ ⑫ 

検討 検討 結論 

⑬ガス事業に

おけるメン

ブレンガス

ホルダの認

定の容認 

（経済産業省） 

海外で使用されているメンブレンガスホルダ

ーの材料、構造を調査し、「ガス工作物技術基準

の解釈例」に、条件付でメンブレンガスホルダに

関する基準を規定する方法について検討し、結論

を得る。 

改定・基

準イ ⑬ 

検討 検討・結

論 

措置 

⑭電子式複合

計器の最大

需要電力計

の検定試験

方法の見直

し 

（経済産業省） 

「計量法に規定する特定計量器技術基準のＪ

ＩＳ化に関する調査研究委員会／電力・電力量計

ＷＧ」における電気計器全体に係る技術基準のＪ

ＩＳ化見直し作業の結果を踏まえ、規制の在り方

を検討する。 

改定・基

準イ ⑭ 

検討 検討・結

論 

措置 

⑮定格電流 60

Ａの電子式

単独計器の

検定有効期

間の見直し 

（経済産業省） 

「計量法に規定する特定計量器技術基準のＪ

ＩＳ化に関する調査研究委員会／電力・電力量計

ＷＧ」における電気計器全体に係る技術基準のＪ

ＩＳ化見直し作業の結果を踏まえ、規制の在り方

を検討する。 

改定・基

準イ ⑮ 

検討 検討・結

論 

 

措置 

⑯計器用変成

器の有効期

間の延伸 

（経済産業省） 

変成器自体の品質・耐久性や、実際の検定・検

査受検に係る運用・手続きの円滑化の観点から、

有効期間の見直しについて検討する。 

改定・基

準イ ⑯ 

検討 検討・結

論 

措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

⑰電気工事士

免状交付事

務の民間へ

のアウトソ

ーシング 

（経済産業省） 

個人情報の厳格な管理等一定の要件を満たす

ことを条件とした上での委託が考えられる。よっ

て、それを踏まえたスキームの措置を講じること

とする。 

改定・基

準イ ⑰ 

措置済   

⑱溶接用ケー

ブルの電気

用品指定か

らの除外 

（経済産業省） 

平成 17 年度中に溶接用ケーブルを電気用品の

指定から除外する方向で、平成 16 年度中に公聴

会（電気用品安全法第49条）を開催する。 

【電気用品安全法施行令の一部を改正する政令

（平成16年政令第329号）】 

【電気用品安全法施行規則等の一部を改正する

省令（平成16年経済産業省令第103号）】 

改定・基

準イ⑱ 

措置済   

⑲高圧ガス保

安法に基づ

く都道府県

知事の許可

を要さない

変更工事の

対象の周知

徹底 

（経済産業省） 

高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況に

より、製造することが適切であると経済産業大臣

が認定する者が製造した同径・同材質・同強度の

配管等への取り替えの工事であって、処理能力の

変更を伴わないものについては、高圧ガス保安法

に基づく都道府県知事の許可は不要である点を

周知徹底する。 

改定・基

準イ⑲ 

 措置済  

⑳製油所装置

内における

特別高圧電

気設備の設

置 

（経済産業省） 

電気設備及び石油精製設備の双方の特性を踏

まえ、これら事業上の実態についても把握した上

で、日本電気技術規格委員会（JESC）等の第三者

専門家からなる委員会で火災防止等の観点から

の安全性が確認され次第、所要の改正等を行う。 

改定・基

準イ⑳ 

 検討 検討・結
論、措置 

21 工業用水の

責任水量変

更に関する

情報提供等 

（経済産業省） 

工業用水に関する責任水量制は、制度上、国が

関与するものではなく、工業用水道事業者と受水

者の間で適切に解決されるべき問題であるが、近

年における工業用水を取り巻く環境の変化を踏

まえ、減量問題への対応事例について情報を収集

整理し、その結果を対応の参考に資するよう事業

者と受水者双方に情報提供するとともに、必要な 

改定・基

準イ21 

 措置済  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

 助言を行うなど、事業者と受水者の間における適

切な問題解決を促進するための措置を講ずる。 

    

22 時間帯別電

力量計の検

定の見直し 

（経済産業省） 

時間帯別電力量計の検定を廃止することは困

難であるが、当該検定作業の効率化等による手数

料の見直しについて平成17年度も引き続き行う。 

また、型式等が異なる場合でも、構造的に計量

値の誤差が生じず、その適正が型式試験のみで確

認が可能であるかについては、充分な技術的検証

がなされるべきであり、必要となる検討も行う。 

改定・基

準イ22 

 検討 検討 

23 特定非営利

活動促進法

に係る申請

書類の簡素

化について 

（内閣府） 

内閣総理大臣が所轄する特定非営利活動法人

（NPO 法人）については、内閣府令を改正し、住

民基本台帳ネットワークシステムが利用できる

場合には、申請書等への「住民票の写し」の添付

を省略できるよう整備を行う。また、都道府県知

事が所轄するNPO法人については、条例の改正に

より同様に措置することができることを、都道府

県に対し周知する。 

【特定非営利活動促進法施行規則（平成 10 年総

理府令第43号）の一部改正】 

改定・基

準イ23 

措置済  

24 ボイラー運

転時性能検

査の認定更

新における

手続の合理

化 

（厚生労働省） 

認定事業者が定める規程類等において、変更前

と変更点がない重複する資料についての提出を

不要とする旨を周知する。 

改定・基

準イ24 

 措置済  

25 指定給水装

置工事事業

者以外が取

り付けるこ

とのできる

水栓金具の

対象の明確

化 

（厚生労働省） 

「厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更

であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が

前条の規定に基づく政令で定める基準に適合し

ていることが確認されたときは、この限りでな

い。」（水道法第 16 条の２第３項ただし書き）に

ついて、水道関係担当者会議及び HP にて周知を

図る。 

改定・基

準イ25 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

26 地方公共団

体における

監査制度の

充実を図る

ための監査

委員定数の

自由化 

（総務省） 

監査委員の定数及び構成については、提案の趣

旨を踏まえ、地方公共団体の判断による監査委員

制度の一層の充実を図るため、地方行政の公正で

効率的な運営の観点から検討することとし、その

結論を踏まえ措置する。 

改定・基

準イ26 

 法案提
出 

法案成
立後公
布・施行 

27 水道事業の

変更認可基

準の緩和 

（厚生労働省） 

現行では、計画給水人口が水道法施行規則で定

める基準を超えて増加する場合は、変更認可が必

要だが、水道施設の整備を伴わない場合であって

計画給水人口のみが増加する場合は、変更認可を

要しない「軽微な変更」として取り扱う。 

【水道法施行規則の一部を改正する省令（平成16

年厚生労働省令第176号）】 

改定・基

準イ27 

措置済

（12 月

施行） 

  

28ＮＰＯ法人

等が企画す

るツアーに

関する旅行

業法の適用

範囲の明確

化（国土交通

省） 

旅行業法の適用範囲について、具体的解釈事例

を盛り込んだ施行要領等を国土交通省ホームペ

ージにて公開する。 

改定・基

準イ28 

措置済   

29 公民館にお

ける料金を

徴収する事

業の容認 

（文部科学省） 

ＮＰＯ法人等が公民館で映画上映会を行うに

際して料金を徴収することは、現行の社会教育法

第22条、第23条の解釈でも対応可能である旨の

周知徹底を図る。 

改定・基

準イ29 

措置済   

30 市町村民税

特別徴収の

手続の簡素

化 

（総務省） 

特別徴収税額通知書の様式について、納税手続

きの簡素合理化等の観点から、地方税法施行規則

に定める様式に統一するよう、再度周知を図る。 

改定・基

準イ30 

措置済   
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